
会 議 録  

会 議 の 名 称 行田市国民健康保険運営協議会（平 成 ２ １ 年 第１回）  

開 催 日 時 
平 成 ２ １ 年 ２ 月 １ ７ 日（火）  
開会：午後 2 時００分・閉会：午後３時４５分  

開 催 場 所 行田市役所 ３０６会議室  

出席者 (委員）

氏 名 

大澤邦夫、巣山伸子、岩嵜喜美、橘勝代、島村和良、中野光庸、根

本和雄、足立政久、鈴木ふみ子、石井孝志、佐々木賢也、  
川島昭雄、藤岡輝男、鯨井洋、細尾寛、高野勝  

欠席者 (委員 )氏名  島田悦男、衛藤一憲  

事 務 局 
渡辺千津子（健康福祉部長）、小林典男（保険年金課長）、  
木村美津子（同主幹）、石塚聖子 (同国保担当主査 ) 

会 議 内 容 

・委嘱状交付  
議題  
・議案第 1 号  会長の選任について   
・議案第２号  会長代理の選任について  
・議案第３号  平成 20 年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予

算（案）について   
・議案第４号  平成２１年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算

（案）について  
その他  

① 特定健診の受診体制の変更について  
② 20 年第 3 回の国保運営協議会審議内容の条例改正に関し、成立

内容の報告  
③ 出産育児一時金改正予定の報告  

 ④ 会議の報告  

会 議 資 料 他 

議案第３号、議案第４号、委員名簿  
被保険者数推移、一般療養給付費、一般１人当り療養給付費、  
退職療養給付費、退職１人当り療養給付費、  
「埼玉の国保」12～２月号、平成 21 年度健診等実施案、  
行田市国民健康保険条例、行田市国民健康保険規則  

そ の 他  
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発 言 者  会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

事 務 局 （ 木 村 ）  

 

 

 

 

 

 

市     長  

 

 

事 務 局 （ 木 村 ）  

 

 

 

 

藤 岡 仮 議 長  

 

 

 

 

事 務 局 ( 小 林 ) 

藤 岡 仮 議 長  

 

 

 

藤 岡 仮 議 長  

 

 

 

事 務 局 ( 小 林 ) 

 

市 民 憲 章 唱 和 

 本日の委員会開催にあたり、衛藤委員さん、島田委員さんから欠席の

連絡をいただいております。行田市国民健康保険規則第５条第 3 項に規

定する委員の過半数の出席は得ておりますので、本日の会議は成立する

ことを報告いたします。  

委 嘱 状 交 付 

 

あ  い  さ  つ  

          

自 己 紹 介 

続きまして、次第の４番目議事進行のため仮議長の選出を行いたいと

存じます。恒例により年長の方にお願いしたいと思います。  

 藤岡委員さんにお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。  

 

「異議なし」の声あり  

ただいま仮議長に選出されました藤岡でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。会長が選任されるまでの間、仮議長の職を務めさせて

いただきます。  

 次第によりまして、会議録署名委員の選任を行います。事務局の説明

を求めます。  

順番によりまして、岩嵜委員さん、橘委員さんとなっています。  

ただいま事務局から説明があったとおり、岩嵜委員さん、橘委員さん

にお願いすることでよろしいでしょうか。  

 

「異議なし」の声あり  

それではよろしくお願いいたします。  

 次に、議案第１号「会長の選任について」と、議案第２号の「会長

代理の選任について」は、関連がございますので、一括して議案にした

いと思います。事務局の説明をお願いいたします。 

はい。それでは議案第１号及び第２号につきまして説明させていただ

きます。議案第１号「会長の選任について」は、国民健康保険法施行令
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発 言 者  会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

事 務 局 ( 小 林 ) 

 

 

 

 

藤 岡 仮 議 長  

 

 

藤 岡 仮 議 長  

事 務 局 （ 小 林 ）  

 

 

藤 岡 仮 議 長  

 

 

藤 岡 仮 議 長  

 

 

 

 

 

藤 岡 仮 議 長  

中 野 委 員  

 

 

藤 岡 仮 議 長  

 

 

藤 岡 仮 議 長  

 

第５条において「協議会に会長１人を置き、公益を代表する委員のうち

から全委員がこれを選挙する。」と規定しております。議案第２号「会

長代理の選任について」も、同じく第２項で、「会長に事故があるとき

は、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。」と

なっております。  

ただいま説明がありましたが会長及び会長代理は、公益代表委員から

選任することになりますが、選任方法はいかがでしょうか。  

 

これまでの方法はどうなっているか事務局で説明してください。 

これまでの例としては、選考委員会を設置して候補者を選任する方法

が恒例となっています。また、選考委員につきましては、議長に指名し

ていただいておりました。 

ただいまの説明のとおり選考委員による方法でよいでしょうか。  

 

「異議なし」の声あり  

それでは私から指名させていただきます。被保険者代表の大沢委員さ

ん、巣山委員さん、保険医代表の中野委員さん保険薬剤師代表の鈴木委

員さん、被用者保険代表の細尾委員さん、5 名に会長の選考をお願いし

ます。 

別室で選考。 

 

それでは選考委員を代表して中野委員に報告をお願いします。 

報告いたします。ただいま選考委員を開催し、慎重に協議した結果、

会長といたしまして佐々木委員さんに、会長代理に川島委員さんを引

続きお願いすることに決りました。 

ただいま報告のありましたとおり、会長に佐々木委員、会長代理に川

島委員さんを選任することでよろしいでしょうか。 

「異議なし」の声あり  

異議なしと認めます。新会長が決りましたので議長の職を交代しま

す。ご協力ありがとうございました。 

佐々木・川島両委員、席を移動 

- 3 - 



 発 言 者  会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

事 務 局 ( 木 村 ) 

 

佐 々 木 委 員  

川 島 委 員  

事 務 局 ( 木 村 ) 

 

 

議      長  

 

 

事 務 局 ( 小 林 ) 

議      長  

 

 

議      長  

 

 

 

議      長  

 

 

 

事 務 局 ( 小 林 ) 

議      長  

 

根 本 委 員  

 

 

 

事 務 局 ( 小 林 ) 

 

ここで臻会長に就任された佐々木委員、川島委員さんにごあいさつを

お願いします。  

新 会 長 あ い さ つ 

新会長代理あいさつ  

 ありがとうございました。  

 次に議事に移ります。ここからの議事は規則に基づき会長に議長をお

願いします。  

 それでは、議案第３号「平成 20 年度行田市国民健康保険事業費特別

会計補正予算（案）（第 2 回）について」を議題といたします。事務局

の説明をお願いします。  

 （議案をもとに、歳出、歳入の順で説明）  

 ただいま説明がありましたが、質疑等がございましたら挙手をお願い

いたします。  

 

質問がないようですので採決に入ります。議案第３号「平成 20 年度

行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算（案）（第 2 回）について」

承認することでよろしいでしょうか。  

「はい」の声あり  

さよう決定いたします。  

 次に、「議案第４号 平成２１年度行田市国民健康保険事業費特別

会計予算（案）について」を議題といたします。事務局の説明をお願

いします。  

資料をもとに、歳出、歳入の順で細部を説明。  

ただいま説明がありましたが、質疑等がございましたら挙手をお願い

いたします。  

 8 款の特定健康診査費ですが、今年度はだいぶ低かったと認識してい

ますが、20 年度の予算に比べると 21 年度の予算はかなり高いものにな

っています。今年度の受診率と来年度の受診予定者数を教えていただき

たい。  

 特定健康診査等実施計画により今年度は４０％、来年度は４５％を予

定しております。今年度の目標達成は難しいですが、来年度は目標の数
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 発 言 者  会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

根 本 委 員  

議      長  

石 井 委 員  

 

 

 

事 務 局 ( 小 林 ) 

 

石 井 委 員  

 

 

 

 

 

事 務 局 ( 小 林 ) 

議      長  

 

議      長  

 

 

 

議      長  

 

 

事 務 局 ( 小 林 ) 

 

根 本 委 員  

 

 

 

値の達成を目指し検討を重ねているところです。  

わかりました。  

他にありますか。  

21 年度の歳入歳出の予算は 20 年度の決算見込みをふまえて計上した

との説明でしたが、20 年度の決算額よりも少ない予算を組んでいるの

はどうしてなのか。保険給付費は年々伸びてゆくものだと思うのです

が。 

20 年度の予算は 86 億 7600 万円、21 年度は 85 億 2200 万円ではあ

りますが、今年度の収支の一つ一つの積み上げの結果でございます。  

毎年の予算の組み方をみていると当初予算から見て最終的には毎年

3 億円くらいのアップを見込む予算になっています。保険給付について

は健診に力を注いで医療費を抑える方向かもしれませんが、予算を低く

見積もって、上積みして大きくするというということが、どうして毎年

行われる形になっているのか、現実に合わせた予算措置をしていただき

たいということを意見として申し上げたい。  

意見として受けたまりました。  

他にありますか。  

 

ないようですので、採決に入らせていただきます。議案第 4 号 平成

21 年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算 (案 )につきまして、承認

することでよろしいでしょうか。  

「異議なし」の声あり  

さよう決定いたします。  

次に次第７のその他でございますが、事務局から何点か報告とお知ら

せがあります。事務局お願いします。  

① 特定健診の受診体制の変更について（資料：平成 21 年度 健診等

実施案により説明）  

 今年度の受診方法は年齢に分かれていて細分化していてわかりづら

いものだったし、生活機能チェックの問診表はお年寄りにはわからなか

った人が多い。お年寄りにはわかりやすく丁寧に説明していただきた

い。  
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 発 言 者  会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

事 務 局 ( 小 林 ) 

石 井 委 員  

 

 

 

事 務 局  

 

石 井 委 員  

橘 委 員  

 

事 務 局 ( 小 林 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議      長  

事 務 局 ( 木 村 ) 

はい。PR はしっかりしていきたいと思っております。  

受診券を一括送付することは大変良いと思うのですが、健診の期間が 3

ヶ月となっており短い期間での受診に限られていますが、本来対象者が

いつでも受けられる方が良いのではないでしょうか。受診期間後は受け

られないか伺いたい。  

 今年度のように希望があれば有効期限を延長して受診してもらう方

向で考えてはいます。  

 わかりました。  

今年は夫婦で誕生月が違い、別々の受診になってしまいましたが、来

年は一緒に受けられるということですね。  

 はい。そのようになります。  

② 20 年第 3 回の国保運営協議会で審議した出産育児一時金の条例改

正に関し、審議いただいた内容と同じものが成立したことの報告。（資

料：行田市国民健康保険条例、同規則より）  

③ 出産育児一時金改正予定の報告。  

  ・現在の一時金の金額より 4 万円の上積みに 10 月から変更になる

予定。また、支払い方法も本人が医療機関に支払うのでなく市が医療

機関へ直接支払いする方法で準備が進められているので、8 月の協議

会で審議をお願いする予定でいること。  

④ 会議の報告  

 ・佐々木会長の県への陳情、国保強化推進大会等へ参加。  

以上で本日の議事を終了しました。進行を事務局に返します。  

 長時間にわたり慎重なご審議ありがとうございました。これをもちま

して、国保運営協議会を閉会させていただきます。  

 

 

 


